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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第３区分
【発行日】平成24年5月31日(2012.5.31)

【公開番号】特開2010-193220(P2010-193220A)
【公開日】平成22年9月2日(2010.9.2)
【年通号数】公開・登録公報2010-035
【出願番号】特願2009-35974(P2009-35974)
【国際特許分類】
   Ｈ０４Ｎ   7/173    (2011.01)
   Ｈ０４Ｎ   5/765    (2006.01)
   Ｈ０４Ｎ   5/93     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０４Ｎ   7/173   ６４０Ａ
   Ｈ０４Ｎ   5/91    　　　Ｌ
   Ｈ０４Ｎ   5/93    　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成24年2月17日(2012.2.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動画コンテンツを記録するコンテンツ記録部と、コマーシャルメッセージを記録するコ
マーシャルメッセージ記録部と、前記コマーシャルメッセージ記録部から読み出したコマ
ーシャルメッセージおよび前記コンテンツ記録部から読み出した動画コンテンツを再生す
るとともにコマーシャルメッセージの再生回数を制御する制御部と、前記制御部により再
生されるコマーシャルメッセージおよび動画コンテンツを表示する表示部を有することを
特徴とするコンテンツ鑑賞装置。
【請求項２】
　前記制御部は、所定の再生回数に達したコマーシャルメッセージについて以後の再生を
行わないことを特徴とする請求項１記載のコンテンツ鑑賞装置。
【請求項３】
　コマーシャルメッセージの再生を中断することを可能とするとともに再生回数が不足し
ているコマーシャルメッセージについてその中断を禁止する中断制御部を有することを特
徴とする請求項１記載のコンテンツ鑑賞装置。
【請求項４】
　動画コンテンツを記録するコンテンツ記録部と、コマーシャルメッセージを記録するコ
マーシャルメッセージ記録部と、前記コマーシャルメッセージ記録部から読み出したコマ
ーシャルメッセージおよび前記コンテンツ記録部から読み出した動画コンテンツを再生す
るとともにコマーシャルメッセージの中断指示に応じその中断を制御する制御部と、前記
制御部により再生されるコマーシャルメッセージおよび動画コンテンツを表示する表示部
を有することを特徴とするコンテンツ鑑賞装置。
【請求項５】
　前記制御部は、コマーシャルメッセージの中断指示が所定の回数に達したコマーシャル
メッセージについて以後の再生を行わないことを特徴とする請求項５記載のコンテンツ鑑
賞装置。
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【請求項６】
　動画コンテンツを記録するコンテンツ記録部と、コマーシャルメッセージを記録するコ
マーシャルメッセージ記録部と、前記コマーシャルメッセージ記録部から読み出したコマ
ーシャルメッセージおよび前記コンテンツ記録部から読み出した動画コンテンツを再生す
る制御部と、前記制御部により再生されるコマーシャルメッセージおよび動画コンテンツ
を表示する表示部と、コマーシャルメッセージの再生または中断の回数を報告する報告部
とを有することを特徴とするコンテンツ鑑賞装置。
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